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計画の基本理念と概要

●計画策定の趣旨

●計画の位置付け

●計画の期間

●計画の理念と方向性
《基本理念》

一人ひとりの人権が尊重されるまちづくり
《方向性》

①共生社会の実現に向けた人権教育・啓発
②一人ひとりを大切にした人権教育・啓発
③生涯学習としての人権教育・啓発

　2012年に舞鶴市人権教育・啓発推進計画を策定し、計画期間を10年として人権教育・
啓発に関する様々な取組を進めてきました。2022年３月に本計画が終了することから、第
２次舞鶴市人権教育・啓発推進計画を策定しました。策定に先立ち、2020年に人権に関
する市民意識調査を実施し、これらを踏まえ、2021年４月に設置した舞鶴市人権教育・
啓発推進計画審議会で、必要な見直しを行いました。

　第７次舞鶴市総合計画を上位計画と位置付け、総合計画の基本方向にそった人権施策
に関する総合的な計画として、本市の各種主要計画と理念を共有し、人権教育・啓発の推
進に関する基本方針を明らかにし、施策の方向性を示すものです。

　2022年度～2031年度（10年間）としますが、国内外の動向や社会情勢の変動、本市
の状況等を踏まえ、５年後に中間見直しを行います。



各人権課題に対する取組

人権課題 課題解決に向けた取組

同和問題
（部落差別）

●学校・地域・各種団体・事業者等に対する人権教育・啓発を推進します。
●各種人権相談、差別事象等については、関係機関と連携し対応するなど、
相談体制を充実させるとともに、相談窓口を周知します。
●市民交流センターの事業案内や施設について、ホームページ等で情報発信
し認知度を上げるとともに、相談事業など課題解決に向けた取組を引き続
き進めます。

性別による差別 ●「男は仕事」「女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識の解
消に向けた啓発を行います。
●企業においての「雇用の機会や働く分野」「賃金の待遇」について、性別
による固定的な役割分担意識の解消に向けた啓発を行います。

子ども ●児童虐待の未然防止には、子育て不安の軽減や解消に向けた支援を行い
ます。また、早期発見・早期対応には、市民や子どもに関わる様々な機関・
団体等の児童虐待の正しい理解と対処方法についての知識を深めるため
の啓発を行います。
●いじめを絶対に許さない取組を推進し、社会全体で子どもを守る環境づく
りを進めるとともに、未然防止のための教育・啓発を行います。
●ＳＮＳ等の安全な使い方とオンライン上での行動について、ネットリテラシー
（インターネットを適切に使いこなす能力）を高めるための情報提供、啓発
活動を行います。

高齢者 ●地域住民や関係機関等に対して、虐待防止・詐欺被害防止に関する制度等
の周知・啓発を行います。
●高齢者の権利擁護体制推進のため、福祉サービス利用援助事業や成年後見
制度の普及・啓発を行います。
●認知症予防の取組を進めるとともに、認知症の正しい知識と理解の普及・
啓発に努めます。

障害のある人 ●障害のある人に対する正しい知識の普及・啓発を進め、誤解や偏見から生
じる人権侵害の防止に取り組みます。
●障害のある人が当たり前に働ける社会の実現に向けて、ハローワーク等
の関係機関と連携し企業への学習機会の提供や障害のある人の就業能力
について、正しい認識が深まるよう啓発を行います。



人権課題 課題解決に向けた取組

性的指向・性自認 ●多様な性に対する理解を深め、誰もが安心して暮らしていけるよう理解
と認識を広げるための教育・啓発を推進します。
●学校教育において、性別にとらわれることなく個人の能力や個性を伸ば
すことのできる教育を推進し、ジェンダーや性の多様化などへの理解を
深めるための教職員の研修や啓発に取り組みます。

外国人 ●異なる文化や習慣を理解するための教育や啓発、また、ヘイトスピーチに
ついては、決してあってはならないという意識と理解を深めるため、各関
係機関と連携しながら取組を推進します。

インターネット上
での人権

●個人の名誉をはじめとする人権に関する正しい理解と認識を広げるととも
に、インターネットの仕組みと危険性について周知し、情報を正しく使う能
力の向上を図り、フィルタリング（利用制限）サービスの利用啓発やＳＮＳ
等の利用に関する注意喚起など、年齢等に応じた教育・啓発を推進します。

新型コロナウイルス
感染症

●新型コロナウイルス感染症及びワクチンの接種に関連した誤解や偏見に基
づく不当な差別が発生しないよう、ホームページ等を活用して啓発に取り
組みます。

ＨＩＶ感染者・
エイズ患者、
ハンセン病患者等

●感染の予防と人権の尊重を基本として、患者が適切な医療を安心して受け
られる環境づくりを進めるため、国・京都府等の関係機関との連携を図り
ながら、広報紙やホームページ、啓発冊子の配布などあらゆる手法によっ
て、それぞれの感染症に対する正しい知識の普及・啓発を行い、差別や偏
見の解消に取り組みます。

ＤＶ
（配偶者等からの暴力）

●防止するための啓発や情報提供、学習機会の提供や、被害者及び加害者に
気付きを促すため、ＤＶに関する正しい知識の普及・啓発を行います。

職場での
ハラスメント

●企業等に対する啓発を進めるとともに、学習教材の貸出や情報提供等の支
援に努めます。

個人情報の保護 ●個人の名誉やプライバシーを守ることの重要性や、情報の収集・発信にお
ける責任やモラルについての正しい理解と認識を広げるための教育・啓発
に取り組みます。
●事前登録型本人通知制度の登録数を増やす取組を行います。

その他の人権課題 ●犯罪被害者、刑を終えて出所した人、アイヌの人々、婚外子、北朝鮮当局
によって拉致された被害者、人身取引、東日本大震災に起因する人権問題
等、正しい知識の普及・啓発を行い、差別や偏見の解消に取り組みます。






